
養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格・物価高騰等により、多くの事業者が

厳しい経営環境に直面する中、新たな付加価値の創設や経営状況の課題解

決に向けた試みなど、中小企業者の競争力強化及び地域経済の活性化を図

るため、第３条に掲げる事業にチャレンジする町内の中小企業者に対し、

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、

養老町補助金交付規則（平成元年養老町規則第２号）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号の定めるところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１

項に掲げる中小企業者 

(2) 空き店舗等 町内で過去に営業していた実績がある店舗で概ね３箇

月以上商業活動が行われていない建物（大規模小売店舗立地法（平成 10

年法律第 91 号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗内のものを除

く。）又は、町内で概ね３箇月以上無人状態にある建物をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、町

内で実施する新規事業とする。 

(1) 販路開拓事業 中小企業者が新たな販路の開拓を目的とした事業 

(2) 働きやすい環境整備事業 従業員の働きやすい環境を整備する取り

組みを通じて中小企業者の生産性向上に繋がることを目的とした事業 

(3) 新分野展開事業 中小企業者が新事業活動に取り組み、収益力の向

上及び業績の向上を目的とした事業 

(4) 空き店舗等活用事業 中小企業者が空き店舗等を取得又は借り上げ

て実施する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、観光業若し

くはその他町長が特に認める事業であって、５年以上継続して営業し、



概ね月20日以上かつ１日５時間以上の営業をすることが見込まれる事業 

(5) 養老Ｐａｙ推進事業 養老町商工会が発行する商品券（電子版）を

取り扱うＱＲコード決済アプリ「養老Ｐａｙ」の導入及び推進を目的と

した事業 

 (6) 事業承継・引継ぎ事業 新たに事業を引き継ぐ者が、新事業活動に

取り組み、事業承継・事業再編の促進を目的とした事業 

 （補助対象事業者） 

第４条 補助の対象となる者は、町内に本社又は事業所を有し、事業を営ん

でいる中小企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 町税（国民健康保険税を除く。）を滞納していないこと。 

(2) 養老町商工会に加入し、支援を受け、事業計画書及び資金計画書を

作成し事業を行う者であること。 

 (3) 空き店舗等活用事業にあっては、出店に際して法令に基づく資格が

必要な場合は、当該資格を有すること又は出店までに取得する見込みが

あること。 

(4) 空き店舗等活用事業にあっては、既に町内の店舗に出店している者

が空き店舗等に出店するに当たり、当該町内の店舗が空き店舗とならな

いこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団

員と密接な関係のある者でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象としない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法 

律第 122号）により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に

著しく不利益を与える事業を営む者 

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者 

(3) その他町長が適当でないと認める事業を営む者 

３ 申請は、１事業者につき１件を限度とする。 

 （補助対象経費等） 

第５条 補助金の補助対象経費、補助率等は、事業計画に基づくものであっ



て、別表に定めるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 国、県及び本町が実施する同様の制度による補助金、助成金等を受けて

いる場合は、その対象経費を除したものとする。 

３ 対象となる機械装置等は、原則新品に限るものとする。ただし、事業計

画書及び資金計画書に中古品であることを明記し、次に掲げる要件を全て

満たす場合はこの限りでない。 

(1) 事業の遂行に必要な機械装置等を取り扱う販売店から購入すること。 

(2) 購入品の製造年月日、仕様、規格等を証明する書類が整備され、残

存する耐用年数、同等新品の見積書及びカタログ等により購入品の妥当

性が確認できること。 

（補助金の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

 (1) 誓約事項確認書 

(2) 事業計画書及び資金計画書 

(3) 見積書等補助対象経費の内訳を説明する書類 

(4) 申請者の住民票の写し（法人の場合は登記簿謄本の写し） 

(5) 直近の決算書の写し及び申告書の写し 

(6) 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合に限る。） 

(7) 事業所の位置図及び事業所の写真 

(8) その他必要な書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を調

査のうえ、補助金交付の可否を決定し、養老町中小企業チャレンジ支援事

業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により当該申請者（以

下「補助事業者」という。）に通知するものとする。 

（変更申請） 

第８条 補助事業者は、当該補助事業の内容に変更が生じたときは、養老町



中小企業チャレンジ支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号）によ

り、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

第９条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を調

査し、適当であると認めるときは、養老町中小企業チャレンジ支援事業補

助金変更承認通知書（様式第４号）により当該補助事業者に通知するも

のとする。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに養老町中小企業チ

ャレンジ支援事業補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類等を

添えて、町長に報告しなければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 事業に係る経費の支払を証明する書類及び内訳書 

(3) 営業を開始したことが証明できる書類の写し（新規経営のみ） 

(4) 事業実施状況が分かる写真 

(5) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して 30

日を経過した日又は令和８年１月 31 日のいずれか早い日までとする。 

（補助金の額の確定） 

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、養老町中小

企業チャレンジ支援事業補助金交付額確定通知書（様式第６号）により当

該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第12条 前条の規定により通知を受けた者は、養老町中小企業チャレンジ支

援事業補助金交付請求書（様式第７号）により町長へ補助金を請求するも

のとする。 

２ 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やか

に補助金を口座振り込みにより交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 



第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反し

たとき。 

（補助金の返還） 

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

（報告） 

第15条 補助事業者は、補助事業の運営及び経理等の状況その他の必要な事

項について町長が報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日以

前に補助金の交付を受けたものに係る第 13 条から第 15 条までの規定は、

この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

   

 

  



別表（第５条関係） 

区分 対象経費（税抜

き） 

補助率 対象外経費 補助限度

額 

機械装

置等購

入費 

補助対象事業の遂

行に必要な機械装

置等の購入に要す

る経費 

1/2 以

内 

(１) 通常の生産活

動のための設備投資

の費用 

(２) 単なる取替え

更新の機械装置等の

購入 

(３) 汎用性があり

目的外使用になり得

るもの（例：パソコ

ン・タブレットＰＣ

及び周辺機器） 

20万円 

広報費 (１) 事業計画に基

づく商品及びサー

ビスの広報を目的

としたパンフレッ

ト、ポスター、チ

1/2 以

内 

(１) 商品及びサー

ビスの広報を目的と

したものが補助対象

であり、単なる会社

のＰＲや営業活動に

20万円 



ラシの作成に要す

る経費 

(２) 広報媒体等の

活用に要する経費 

活用される広報費 

(２) 試供品、販促

品 

展示会

等出展

費 

新商品等の展示会

等への出品又は商

談会の参加に要す

る経費 

1/2 以

内 

(１) 販売のみを目

的とし、販路開拓に

繋がらないもの 

(２) 飲食費を含ん

だ商談会等参加費 

 

10万円 

旅費 (１) 補助対象事業

の遂行に必要な情

報収集（単なる視

察、セミナー、研

修等参加は除く）

や各種調査に要す

る経費 

(２) 販路開拓（展

示会等の会場との

1/2 以

内 

日当、自家用車等の

ガソリン代、駐車場

代、タクシー代並び

にグリーン車及びビ

ジネスクラス等の付

加料金分 

10万円 



往復を含む。）等の

旅費 

開発費 新商品の試作又は

包装パッケージの

試作開発に伴う原

材料、設計、デザ

イン、製造、改良

及び加工に要する

経費 

1/2 以

内 

販売を目的とした製

品、商品等の生産及

び調達に係る経費 

20万円 

借料 補助対象事業の遂

行に直接必要な機

器や設備等のリー

ス及びレンタルに

要する経費 

1/2 以

内 

(１) 事務所等に係

る家賃 

(２) 自主事業など

補助事業以外にも使

用するもの 

(３) 通常の生産活

動のために使用する

もの 

 

20万円 

謝金 補助対象事業の遂 1/2 以 セミナーや研修等の 10万円 



行に必要な指導及

び助言を受けるた

めに依頼した専門

家等への謝礼 

内 参加費用及び受講費

用等 

委託費 上記に該当しない

経費であって、補

助対象事業の遂行

に必要な業務の一

部を第三者に委託

（委任）するため

に要する経費 

1/2 以

内 

 20万円 

店舗等

改装費 

空き店舗等を活用

し、営業部分に係

る内装工事費、外

装工事費、電気、

空調、給排水、ガ

ス設備工事費及び

付帯工事費（町内

に住所又は事業所

1/2 以

内 

(１) 空き店舗等の

所有者と補助金の交

付を受けようとする

者との関係が同一世

帯又は生計を一にす

る者若しくは３親等

以内の親族であるも

の。 

100万円 



を有する者に工事

を請け負わせる場

合に限る。） 

(２) 空き店舗等を

専ら事務所又は倉庫

として利用する事業 

(３) その他町長が

不適当と認める事業 

店舗等

賃借料 

店舗営業を開始し

た日の属する月か

ら令和８年１月ま

での営業部分に係

る賃借料（敷金、

礼金、駐車場料金

及 び 共 益 費 を 除

く。） 

1/2 以

内 

３万円／

月 

摘要 

  店舗等改装費及び店舗等賃借料は、同一の店舗について、同時に申

請することができるものとする。 


